
令和 4年第 4回（12月）定例会一般質問（令和 4年 12月 8日㈭） 
 
「教職員の働き方改革について」 
 

○１１番（中島章二君）  ［登壇］ 

 おはようございます。通告に基づき、市政に対する一般質問を、１、成年後見制度の啓発と利用促

進について、２、日田市総合的な子ども支援拠点整備計画について、３、教職員の働き方改革につ

いて、以上の３項目について行います。前日の議員の質問と重なる部分もありますが、答弁をお願い

いたします。 

 最後に、教職員の働き方改革について質問します。 

 教職員の勤務実態の把握はどのように行っているのか、令和３年９月議会における教育長答弁で、

現在のシステムは、いわゆる学校に登庁して退勤するまでの時間を把握しているもので、休憩時間

がどれだけ取れたかという細かい把握はできていない、今後はそういったことについても把握してい

かなければならないという認識をしているとの答弁がありました。それ以降、休憩時間の把握につい

てどのような取組を行っているのかお聞かせください。 

 次に、教職員の長時間労働の削減についてですが、先ほどお聞きした休憩時間については、実際

の場面では、昼休みに指導が入ったり相談があったりで、なかなか現状としては取れていないと思

うとの教育長答弁もありました。 

 また、持ち帰り業務についても、全体としての業務量の縮減を図るという取組は必要であるとの前

次長の答弁もありました。そこで、長時間労働の削減方法としての休憩時間確保や持ち帰り業務の

削減や在校等時間の削減について、どのような取組を実施しているのかお聞かせください。 

○副議長（坂本盛男君）  教育長。 

○教育長（三笘眞治郎君）  ［登壇］ 

 続きまして、教職員の働き方改革についてお答えいたします。 

 初めに、１点目の教職員の勤務実態の把握についてでございます。 

 教職員の勤務実態の把握につきましては、労働安全衛生法の改正に基づき、労働時間の把握が

義務づけられ、学校における働き方改革が推進される中、平成３１年１月に、文科省が公立学校の

教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを策定し、時間外勤務の上限の目安時間を示すととも

に、勤務時間管理、勤務時間の長時間化を防ぐための業務の適正化や必要な環境整備、健康管

理など、校長及び教育委員会の管理運営における責務が示されました。 

 さらに、令和２年１月には、公立学校の教育職員の業務量の適切な管理、その他、教育職員の服

務を監督する教育委員会が、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関す

る指針を文科省が策定し、教育職員の業務量の適切な管理など、教育委員会が講ずべき措置が

示されたところでございます。 

 そこで、議員お尋ねの教職員の勤務実態把握の方法と休憩時間の把握の取組についてでござい

ますが、まず、教職員の勤務実態把握の方法につきましては、教職員の出退勤の時刻を記録し、正

規の勤務時間７時間４５分と休憩時間を除いた時間外在校等時間を把握できるシステムを平成３

０年１０月に導入して以来、継続して市内全小中学校及び学校支援センターの全教職員の勤務実



態の把握を行っております。 

 次に、休憩時間の把握についてでありますが、現在導入しているシステムにおいては、出退勤時間

と時間外在校等時間は把握できるものの、勤務時間内の休憩時間の実態把握はできないため、市

教委としましては、昨年から、１１月に実施する時間外勤務実態調査の中に、休憩時間内に業務を

行った場合、その日のうちにほかの時間帯に休憩時間を意識して確保するようにしたかという内容

の休憩時間に関する調査項目を新たに設けることで、全教職員の休憩時間に関する実態の把握に

努めているところでございます。 

 続きまして、２点目の教職員の長時間労働の削減についてでございます。 

 初めに、休憩時間確保のための取組でございますが、大分県学校職員の休日休暇及び勤務時間

等に関する条例において、当該学校の特殊の必要がある場合は、休憩時間を一斉に与えないこと

ができるとされていることから、教職員が業務のためやむを得ず休憩時間が取れなかった場合は、

空き時間や放課後の時間を利用して、積極的に休憩時間を取らせるように校長会、教頭会におい

て指導、助言を行ってまいりました。 

 また、指導、助言に加えて、時間外勤務実態調査で報告された当番制による昼休みの児童生徒の

見守り活動、ＡＩドリル活用による採点業務の削減などの各学校における休憩時間確保のための好

事例について紹介し、全学校と共有を行ってまいりました。 

 次に、持ち帰り業務縮減のための取組についてでありますが、文科省が示した指針では、業務の

持ち帰りを行わないことが原則とされていますが、子育て中の教職員が、決められた時間内に子ど

もを保育園に迎えに行く必要があるなど、家庭の都合等で持ち帰り業務を行った教職員につきまし

ては、持ち帰り業務記録簿に入力したものを管理職が把握することで、持ち帰り業務時間が多い教

職員につきましては、在校等時間が多い教職員と同様に、管理職による業務内容の確認や必要に

応じて業務を複数で担当するなどの見直しを行うことで、業務量の調整を行っているところでござ

います。 

 最後に、在校等時間の縮減の取組についてでありますが、教職員の健康の保持増進と快適な職

場環境の形成を主な目的として設置しております日田市立学校職員衛生委員会を中心として、勤

務実態の改善を行っているところでございます。 

 さらに、時間外勤務時間の縮減の推進を目的として、平成２９年度に立ち上げた日田市立学校職

員時間外勤務の縮減に向けた検討委員会において、業務量の総量を縮減、業務内容の効率化、教

職員の意識改革を３つの柱に掲げ、在校等時間の縮減に向けた取組を組織的、継続的に推進して

いるところでございます。 

 在校等時間の縮減に向けた今年度の主な取組としましては、１つ目の業務量の総量縮減につきま

しては、タブレット端末を活用したアンケートの実施による集計業務の縮減、２つ目の業務内容の効

率化につきましては、校務支援システム活用による通知表や出欠管理などの各種事務作業の効率

化、３つ目の教職員の意識改革につきましては、退勤する最終時刻を決めて業務を行う最終退勤時

刻設定週間や、ノー残業デーを各学校において月１回以上実施する取組などがございます。 

 私からは以上でございます。 

 


